
 

八幡平市生涯学習人材バンクとは、多種多様な知識や技能を持った方の情報を登録・公

開する制度です。人材バンクの登録者に地域や団体が行う生涯学習活動の講師・指導者と

してご活躍いただくことで、市民の生涯学習活動を推進することを目的として実施してい

ます。 

 人材バンク登録者による指導等を希望する方（団体）は、下記を参考に利用申し込みを

行ってください。また、人材バンクの登録者を随時募集しておりますので、気軽にお問い

合わせください。 

 

生涯学習人材バンクの利用の流れ 

１ 登録者一覧から指導を希望する内容（登録者）を選ぶ 

２ 
文化スポーツ課へ利用申込書を提出する 
→文化スポーツ課が人材バンク登録者（講師）へ意向を確認し、 

申込者へ指導可否（可能な場合は登録者連絡先等）を連絡します。 

３ 
指導が可能である場合、 

人材バンク登録者（講師）へ連絡し、詳細を決める 

４ 登録者の指導を受ける（活動を実施する） 

５ 終了後、文化スポーツ課へ利用報告書を提出する 

生涯学習人材バンクの利用にあたって 

○ 人材バンクの利用対象は、市内に在住し、在勤し、又は在学する人（10人以上）で

構成された団体です。 

○ 人材バンク登録者に対する謝礼・交通費等は利用者(団体)負担となります。登録者

により異なりますので、詳しくは登録者一覧をご確認ください。 

 

生涯学習人材バンクへの登録を希望する方へ 

登録を希望する方は、文化スポーツ課へご連絡ください（登録申請書をお渡ししま

す）。登録申請後、内容が適当であると認められる場合は生涯学習人材バンクに登録し

ます。登録内容は市ホームページ等で公開します（住所等非公開内容を除く）。 

 

 

申込・お問い合わせ先 
八幡平市 市民部 文化スポーツ課 生涯学習係 

ＴＥＬ 74-2111 ＦＡⅩ 74-2102 
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